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２０２６年６月１０日 日本鉄道労働組合連合会 

「地域交通法」改正法が成立！

 
 ６月３日、参議院本会議にて「地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律」（地域交通法）の改正法案が可決・成立した。 

本改正法案には、公共交通に
よる移動手段の確保が困難にな
っている「交通空白」の解消に
向けた取り組みをはじめ、鉄道
事業再構築事業に係る地方債の
特例措置といった内容が盛り込
まれ、「21世紀の鉄道を考える議
員フォーラム」所属議員が質疑
に立ち、ＪＲ連合の意見・要望を
反映する形で活発な議論を行っ
た。  

 ５月 13日に開催された衆議院国土交通委員会では、
西岡秀子議員（国民民主党・長崎１区）、臼木秀剛議員
（国民民主党・比例北海道）が質疑を展開。西岡議員
はバス産業の苦境に触れつつ、自動車地域旅客運送サ
ービス再構築事業における安全性の確保に言及し、責
任の所在の明確化、適切な運行管理・労務管理を要望
した。臼木議員は、公共交通に対する国の基本的な考
え方を質問するとともに、自治体におけるノウハウ、
マンパワー不足といった課題への国の認識を問うた。 
 

 ６月２日に開催された参議院国土交通
委員会では、永江孝子議員（無所属・愛媛
県）が、バス事業における地域間幹線系統補助制度を
取り上げ、多様な関係者の声を踏まえた柔軟な公的支
援のあり方を求めたほか、連携促進団体に係るインセ
ンティブ付与や自治体の人材育成への伴走支援を強
く要望した。 

 
 ＪＲ連合はこの間、交運労協と連携し、本改正法案に対する意見
反映に努めてきた。今後も、あるべき交通政策、そこで働く組合員
の幸せ実現に向けた取り組みを推進していく。 

【改正法の主な内容】 
１．地域旅客運送サービスの持続可能性確保 
・地域の輸送資源をフル活用して交通空白の解消を行う
自動車地域旅客運送サービス再構築事業を実施 
※施設利用者用運送サービス提供者に「学校、病院、
福祉施設、商業施設等の利用者の送迎サービスを行
う者」を追加  

２．連携促進団体の活動推進 
・関係者の連携と協働を実践・促進する交通事業者以
外の団体にも法定協議会への参加促進、地域公共交
通計画の提案権を措置  
３．モビリティデータの利活用  
４．その他 
・鉄道事業再構築事業に関し、鉄道事業者が実施する
鉄道施設の改良等に対して地方公共団体が支援する
場合でも地方債を起債することができる特例を追加 
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